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○

じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
）

第
三
十
五
条
の
三

事
業
者
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
措
置
の
実
施
に
関
し
、
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
収

集
し
、
保
管
し
、
又
は
使
用
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
労
働
者
の
健
康
の
確
保

に
必
要
な
範
囲
内
で
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
並

び
に
当
該
収
集
の
目
的
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
保
管
し
、
及
び
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
事
由
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の

適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る

。
４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
指
針
を
公
表
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
団
体
に
対
し
、
当
該
指
針
に
関
し

必
要
な
指
導
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
じ
ん
肺
健
康
診
断
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
）

（
じ
ん
肺
健
康
診
断
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
）

第
三
十
五
条
の
四

（
略
）

第
三
十
五
条
の
三

第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の

じ
ん
肺
健
康
診
断
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
は
、
そ
の
実
施
に
関
し
て

知
り
得
た
労
働
者
の
心
身
の
欠
陥
そ
の
他
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い

。

第
四
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の

第
四
十
五
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

罰
金
に
処
す
る
。

処
す
る
。

一

第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、

一

第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、

第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二

含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
三
項
（
第

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
三
項
（
第

十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五

含
む
。
）
、
第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五

条
の
四
又
は
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

条
の
三
又
は
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

五

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

者

し
た
者
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